
○ 駐車場法（昭和三十二年法律第百六号） （抄） 

 

 （駐車場整備地区） 

第三条 都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第八条第一項第一号の商業地域（以下「商業地域」と

いう。）、同号の近隣商業地域（以下「近隣商業地域」という。）、同号の第一種住居地域、同号の

第二種住居地域、同号の準住居地域若しくは同号の準工業地域（同号の第一種住居地域、同号の第二

種住居地域、同号の準住居地域又は同号の準工業地域にあつては、同項第二号の特別用途地区で政令

で定めるものの区域内に限る。）内において自動車交通が著しくふくそうする地区又は当該地区の周

辺の地域内において自動車交通が著しくふくそうする地区で、道路の効用を保持し、円滑な道路交通

を確保する必要があると認められる区域については、都市計画に駐車場整備地区を定めることができ

る。 

２ 略 

 

 （駐車場整備計画） 

第四条 駐車場整備地区に関する都市計画が定められた場合においては、市町村は、その駐車場整備地

区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区

における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計画（以下「駐車場整備計画」という。）を定め

なければならない。 

２ 駐車場整備計画においては、次に掲げる事項のうち必要な事項を定めるものとする。 

一～四 略 

五 主要な路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要 

３ 略 

４ 市町村は、駐車場整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、第二項第四号に

掲げる事項について関係のある道路管理者及び都道府県公安委員会に通知しなければならない。 

５ 前二項の規定は、駐車場整備計画の変更について準用する。 

 


